
■支給事由と受けられる年金

●学生時代に猶予された保険料を追納できる場合があります
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65歳になったとき　障害状態になったとき 遺族になったとき 配偶者に先立たれたとき
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●私たちの加入する年金制度 ●私たちが受けられる年金

確定給付企業年金（DB）

厚生年金保険※

国民年金

国
の
年
金

基
金
の
年
金

国
の
年
金

基
金
の
年
金

老齢厚生年金
老齢基礎年金

65歳
▲▲

70歳
▲

80歳
▲

終身
▲

退職年金（20年確定型）

退職年金
（5年確定型）

※支給開始時より5年間ないし20年間

退職または60歳 70歳
▲ ▲

65歳
▲

60歳
▲

※国民年金の加入は原則60歳までですが、厚生年金保険は
　会社等に勤務している間は70歳になるまで加入します。

※国の年金は、男性昭和36年4月2日、女性昭和41年4月2日
　以降に生まれた方

D
B

D
C 受取時期・受取方法の選択可

どちらかを選択する

入社
▲

選択定年制の導入
により、DBの退職
年金の支給時期は、
60歳～65歳の間
の退職時となる

2021年10月
1日より選択定
年制導入

老後を支える公的年金と私的年金 国から受けられる年金
私たちの加入する年金制度 受けられる年金の種類は3種類

　公的年金は、加入者が「老齢になったとき」、「障害を負ったとき」、「死亡したとき」の事由に該当したときに支給されます。厚生
年金保険に加入している人は国民年金からの基礎年金と厚生年金保険からの厚生年金が併せて支給されます。
　ただし、「老齢」と「障害」など二つの支給要件を満たしている場合でも、「一人一年金」という考え方によって、いずれかの年金
を選択することになります。

　20歳になると学生でも国民年金に加入して保険料を納める必要がありますが、学生本人の所得が少ない場合、申請によ
り保険料納付の猶予を受けることができます。これを「学生納付特例」といいます。
　学生納付特例により猶予された保険料は、本来の納付期限である2年を過ぎても、10年以内であればさかのぼって保険
料を納付し、年金額を増やすことができます。

国の年金相談は「相談センター ライフプラン相談室」へ
国の年金見込額と受給手続きについては、相談センター ライフプラン相談室で個別相談、福利厚生センターで説明会を行って
います。

第１号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
20～60歳の自営業者・学生等

保険料は各自で納めます 給与・賞与から保険料を控除し会社が納付します 保険料負担はありません

厚生年金保険の加入者 第２号被保険者の配偶者（被扶養配偶者）
※平成27年10月より共済年金は厚生年金に統一されました。

公的年金（国の年金制度）：年金を受けるためには通算で10年の加入が必要です
■国民年金
　国の年金制度では、20歳以上60歳未満のすべての人が国民年金に加入することになっています。国民年金に加入する人は、
職業等によって次のように区分され、保険料の納め方が異なります。「老齢基礎年金」は65歳から終身支給されます。

■厚生年金保険
　民間会社に勤める会社員や公務員、私学教職員等が加入する年金制度であり、厚生年金保険の制度を通じて国民年金にも加入します。
厚生年金保険は報酬に応じて保険料を納め、報酬比例の年金である「老齢厚生年金」は原則65歳から終身支給されます。

企業型確定拠出年金（DC）

　公的年金・私的年金・雇用保険・医療保険などライフプラ
ンにかかわる様々な相談を受け付けています。

相談センター　ライフプラン相談室

受付時間
電　　話
M A I L

所 在 地

平日9：00 ～18：00（祝日・社休日は休み）

7-313-32635（内線） 03-6735-0981（外線）

lifeplan@team.dnp.co.jp（相談センター  ライフプラン相談室）
lifesupportteam@team.dnp.co.jp（福利厚生センター）
東京都新宿区市谷加賀町1-1-1
ＤＮＰ市谷左内町ビル

※詳細は、DNPwebの「life event」から「相談センター  ライフプラン
相談室」のHPをご参照ください。

個 別 相 談
セカンドライフをはじめ、ライフプラン（3大資金）に

かかわる様々な制度について説明会を開催しています。

　セカンドライフ準備ガイダンス
　50歳代前半の方を対象にセカンドライフへの備えと
して①家庭経済、②健康、③生きがいについてガイダン
スを実施しています。

　セカンドライフ直前ガイダンス
　50歳代後半の方を対象に①公的年金受給見込額、②
退職金見込額、また、退職後の③雇用保険、④健康保険
の手続き等の説明を実施しています。

　20歳代から始めるライフプランセミナー
　人生の3大資金への備え、会社の福利厚生制度等に
ついて、セミナーを開催しています。
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企業型確定拠出年金

　年金制度は①公的年金、②企業年金、③個人年金の3
つに分けられます。
　①の公的年金に対して②と③を私的年金と呼ぶこともあり
ます。
　皆さんは、国が運営する①公的年金のうち「国民年金」と
「厚生年金保険」、そして、企業年金として、「大日本印刷企業
年金基金（DB）」と「企業型DC」に加入することになります。
　大日本印刷企業年金基金は、DNPグループ各社が私た
ちの老後の生活を豊かにするために設けている「確定給付
企業年金」です。
　また、DNPグループでは、皆さんがより豊かな老後生活を
送るための自助努力を支援するために、個人年金などの制
度も導入しており、個人型確定拠出年金（iDeCo）の併用も
可能としています。若いときから計画的に加入しておくことが
大切です。

個人年金など
ＤＮＰグループが
導入している制度（ （
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2022年3月1日現在

加入グループ会社一覧 基金の掛金と国への保険料

月々の給与から納める厚生年金保険料

本人負担　 会社負担

標準報酬月額20万円
の9.150％

厚生年金保険料
18,300円

標準報酬月額20万円
の9.150％

厚生年金保険料
18,300円

賞与から納める厚生年金保険料

本人負担　 会社負担

標準賞与額50万円
の9.150％

厚生年金保険料
45,750円

標準賞与額50万円
の9.150％

厚生年金保険料
45,750円

年金給付の
ための掛金

将来勤務期間に対応する
年金給付債務に要する掛金

過去期間等の積立不足を
解消するための掛金
会議費、旅費、事務経費、
専従役職員の給与等

標準掛金（月額）
＝加入者の標準給与×規約別表に定める掛金率

特別掛金（月額）
＝加入者の標準給与×規約別表に定める掛金率
事務費掛金（月額）
＝加入者の標準給与×規約に定める掛金率

標準掛金

特別掛金

事務費掛金
基金運営の
ための掛金

平成15年3月までの平均の標準報酬月額

×
7.125/1,000（給付乗率）

×
平成15年3月までの被保険者月数

平成15年4月以後の平均標準報酬額
（給与と賞与を含む平均月収）

×
5.481/1,000（給付乗率）

×
平成15年4月以後の被保険者月数

基金の掛金については加入者の負担はありません
　基金の掛金には、退職金の60％相当分にあたる将来の年金給付のための掛金と、基金運営のための掛金があります。事業主
（会社）が全額負担しますので、加入者の皆さんの負担はありません。

　老齢厚生年金額は、納めた保険料の基礎となった標準報酬月額と標準賞与に応じて計算されます。
　平成15年4月から、賞与からも月給（標準報酬月額）と同じ保険料率の保険料を納めるようになり、厚生年金額にも賞与から納
めた保険料が反映される「総報酬制」となりました。
　老齢厚生年金額は、平成15年3月までの期間の年金額と平成15年4月以後の期間の年金額をそれぞれ計算して合算します。

厚生年金額の計算の基礎となるのは賞与を含めた平均月収

厚生年金保険料
　厚生年金保険料は、通勤交通費を含む給与月額（標準報酬
月額）と賞与額（標準賞与：賞与の1,000円未満を切り捨て、150
万円を上限とする。）の18.300％を被保険者と会社が折半で負
担します。厚生年金保険料率は、平成16年から段階的に引き上
げられてきましたが、平成29年9月以降は標準報酬の18.3％で固
定されています。
　また、私たちサラリーマンの国民年金保険料は毎月徴収される
厚生年金保険料の中に含まれます。
　

　　標準報酬月額20万円（195,000円以上210,000円未満
の報酬月額の方が該当）、標準賞与額年2回各50万円の場
合、納める保険料は次のようになります。

例

事 業 所 名 称 基金加入日
1 大日本印刷株式会社

平成17年3月1日2 大日本印刷労働組合
3 大日本印刷健康保険組合

大日本印刷

事 業 所 名 称 基金加入日
4 ア 株式会社DNPアートコミュニケーションズ 平成20年  8月1日
5 株式会社DNPアイディーシステム 平成26年  4月1日
6 株式会社DNPアカウンティングサービス 平成17年10月1日
7 株式会社DNPイメージングコム 平成17年10月1日
8 株式会社DNPエスピーソリューションズ 平成22年  4月1日
9 株式会社DNPエリオ 平成17年10月1日

10 株式会社DNPエル・エス・アイ・デザイン 平成17年10月1日

11 株式会社DNPエンジニアリング 平成18年10月1日
12 カ 株式会社DNPグラフィカ 平成17年10月1日
13 株式会社DNP高機能マテリアル 平成21年10月1日
14 株式会社DNPコミュニケーションデザイン 平成17年10月1日
15 サ 株式会社DNP四国 平成23年  4月1日
16 DNP住空間マテリアル販売株式会社 平成18年10月1日
17 株式会社DNP書籍ファクトリー 平成17年10月1日
18 株式会社DNP情報システム 平成17年10月1日
19 株式会社DNP生活空間 平成17年10月1日
20 株式会社DNPソーシャルリンク 平成17年10月1日
21 タ 株式会社DNP中部 平成22年  4月1日
22 株式会社DNPデータテクノ 平成17年10月1日
23 株式会社DNPテクノパック 平成17年10月1日
24 株式会社DNPテクノリサーチ 平成18年  4月1日
25 株式会社DNPデジタルソリューションズ 平成29年  4月1日
26 株式会社DNP東北 平成27年  4月1日
27 ナ 株式会社DNP西日本 平成23年  4月1日
28 ハ 株式会社DNPビジネスパートナーズ 令和  2年10月1日
29 株式会社DNPヒューマンサービス 平成17年10月1日
30 株式会社DNPファインオプトロニクス 平成17年10月1日
31 株式会社DNPファインケミカル 平成18年  4月1日
32 株式会社DNPファインケミカル宇都宮 平成22年  7月1日
33 株式会社DNPファシリティサービス 平成24年  2月1日
34 株式会社DNPフォトイメージングジャパン 平成20年10月1日
35 株式会社DNPプレシジョンデバイス姫路 平成22年10月1日
36 財団法人DNP文化振興財団 平成20年  8月1日
37 株式会社DNP包装 平成24年10月1日
38 株式会社DNP北海道 平成27年  4月1日
39 マ 株式会社DNPメディア・アート 平成17年10月1日
40 株式会社DNPメトロシステムズ 平成28年  7月1日
41 ラ 株式会社DNPロジスティクス 平成18年10月1日

会社名にDNPを含む会社 （50音順）

事 業 所 名 称 基金加入日
42 ア 株式会社アセプティック・システム 平成17年10月1日
43 株式会社アットテーブル 平成22年  7月1日
44 サ 相模容器株式会社 平成17年10月1日
45 株式会社シーピーデザインコンサルティング 平成22年  7月1日
46 タ ディー・ティー・ファインエレクトロニクス株式会社 平成22年  4月1日
47 ラ 株式会社ライフスケープマーケティング 平成24年10月1日

その他の会社 （50音順）
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